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昭和40年代前半 交通事故の急増を背景とした交通安全指導の推進

昭和40年代後半 生活安全に関する指導も充実

平成 ７年１月 阪神・淡路大震災

死者・行方不明者：6,400名超、負傷者：4万3,700名超
→ 学校施設の防災対策、防災教育の推進 （防災教育資料「『生きる力』を育む防災教育の展開」作成）

平成13年６月 大阪教育大学附属池田小学校事件

死者：児童８名、負傷者：児童13名、教員２名

→ 学校防犯対策の強化（危機管理マニュアルの作成、防犯訓練・設備整備など）

平成16年頃～
登下校中の児童が被害に遭う誘拐事案が連続して発生

→登下校時の安全対策の強化（危機管理マニュアルの改訂、保護者や地域と連携した見守りの充実など）

平成20年６月 学校保健安全法の制定（学校保健法の改正）

・国の責務として、学校安全推進計画の策定、財政上の措置等を規定

・児童生徒の安全（３領域全般）に関する学校設置者の責務を規定

・各学校に対し、学校安全計画の策定（安全点検に加え安全指導・職員研修についても明示）、危険等発生
時対処要領（危機管理マニュアル）の作成・訓練を義務化

・家庭・地域・関係機関との連携についても規定
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学校安全に関する経緯・主な施策

（「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」作成）

（「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」作成）
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平成23年３月 東日本大震災 死者・行方不明者：21,839人、負傷者：6,219人

→ 規模だけでなく、津波被害や原子力災害など従来の想定を超える災害の発生。その後の安全教育・安全管理や事後対応

（事故検証）のあり方に様々な影響。 有識者会議の議論を踏まえた防災管理・防災教育の見直し

（学校防災マニュアル(地震・津波災害）作成の手引き配布、防災教育資料の改訂)

平成24年４月 京都府亀岡市交通事故など 死者：児童・保護者３名、負傷者：児童７名

→ 学校・道路管理者・警察による通学路の緊急合同点検を実施。

平成24年４月 学校安全の推進に関する計画（閣議決定）
・国としての学校安全に関する総合的な計画（５年間）

・安全教育の充実、教員の資質能力向上、組織的取組の推進等について記載

平成28年３月 学校事故対応に関する指針
・学校管理下における重大事故についての事後検証に係る国の指針 ・設置者の説明責任と再発防止の観点からの検証

平成28年４月 熊本地震 死者267人（平成30年４月13日時点）
→最大震度７の地震が２回発生（平成28 年４月14 日 21 時26 分、平成28 年４月16 日 01 時25 分）

平成29年３月 第２次学校安全の推進に関する計画（閣議決定）

・目指すべき姿を明確化し、12の施策目標に基づく具体的な推進方策を記載

⇒ 平成30年３月 学校の危機管理マニュアル作成の手引配布

平成30年６月 大阪府北部を震源とする地震

⇒「登下校防犯プラン」

平成30年7月 西日本豪雨災害 平成30年9月 北海道胆振東部地震

（平成31年3月 「生きる力をはぐくむ安全教育」改訂２版）

平成30年５月 下校中の児童が被害に遭う誘拐事案が発生

平成30年６月 小学校付近での発砲事件、学校敷地内で犯人逮捕

点検実施箇所 80,161
対策必要箇所 74,483
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【独立行政法人日本スポーツ振興センター統計】

災害共済給付における負傷・疾病発生件数と発生率
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【独立行政法人日本スポーツ振興センター統計】

災害共済給付における死亡・供花料給付件数
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直近5年間 死亡＋重障害（1～3級） 年度別／場合別
各教科等 保育中 特別活動（除学校行事） 学校行事 課外指導 休憩時間 寄宿舎にあるとき 通学中

死亡：60件

死亡：48件
重障害：12件

死亡：60件
重障害：10件

死亡：46件
重障害：12件

死亡：55件
重障害：15件

（年度）

6【独立行政法人日本スポーツ振興センター統計】

災害共済給付における死亡・重障害 場合別件数
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児童生徒等の交通事故死者数・負傷者数の推移
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小学生の交通事故の状況
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「歩行中の児童等の交通事故の特徴について」警察庁：H31.３.28



小学生の交通事故の状況 「歩行中の児童等の交通事故の特徴について」警察庁：H31.３.28
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「歩行中児童の交通事故の特徴について」
警察庁：H31.３.28
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中学生・高校生の交通事故の状況

○ 中学生・高校生学年別の自転車乗用中の死者数、
死傷者数は、いずれも高校１年生が多い。

○ 自転車乗用中の死傷者数は、全年代で見ても１６
歳（高校１・２年生）が最も多い

「児童生徒の交通事故について」警察庁：H30.３.22
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中学生・高校生の交通事故の状況

「児童生徒の交通事故について」警察庁：H30.３.22
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自転車の交通事故の状況
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「自転車関連事故に係る分析」警察庁：H31.4.25



自転車の交通事故の状況
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「自転車関連事故に係る分析」警察庁：H31.4.25



児童生徒等の交通事故の傾向

歩行中児童の交通事故の特徴

『小学生は、低学年になるほど歩行中の交通事故が多い』
○ 状態別では歩行中の事故が最も多い。（過去５年合計で約６割を占める。）
○ 小学校１年生の歩行中死者・重傷者数は6年生の約３．６倍。

（学年が低いほど歩行中の割合、学年が高くなると自転車乗車中の割合が高い。）
○ 1年生の第１ピークは5月中・下旬（下校中及び私用）
○ 歩行中死者・重傷者の約４割は飛び出しが原因。

自転車関連の交通事故の特徴

『高校生の事故が最も多く、朝の登校時に多い』
○ 死亡・重傷事故は減少傾向
○ 対自動車事故が全体の約８割で、うち約６割が出合い頭
○ 対歩行者事故は自転車側の４割弱が10 代、歩行者側の約６割が高齢者
○ 児童・生徒では、高校生の事故が最も多く、朝の登校時に多い
○ 死傷者のうちヘルメット着用者率は中学生で約４割、高校生・全体では１割未満
○ 死亡・重傷事故において自転車を運転していた児童・生徒の約８割に法令違反あり

「自転車関連事故に係る分析」警察庁：H31.4.25
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「歩行中児童の交通事故の特徴等について」警察庁交通局：H31.３.28



児童生徒の性犯罪被害の傾向

被害者の年齢は10歳代と20歳代が多く、全体の約８割を占める

被害者の職業は学生・生徒等が半数以上、中でも高校生が多い

人口当たりの被害率は高校生が高く、小中学生の約３倍、20歳代の
約２倍

小中学生は7～8月が被害のピークとなるが、高校生は長期休暇期間
中（3･7･8月）の被害は比較的少ない

高校生の被害は土日が比較的少ない

高校生の被害は帰宅時間の夕方以降増加し、19～22時台の道路上で
多く、朝の乗り物内も多い

平成６年と比べると平成25年は夜遅い時間帯での高校生被害の発生
が多い

高校生被害に係る検挙事件をみると、被害者の友人や知人等面識の
ある者からの被害が96件（高校生被害の14.3％）と少なからず見受
けられる

「児童生徒の性犯罪被害の傾向と対策について」警察庁：H26.7.14

16
総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課



被害防止の対策（児童生徒等への指導を徹底）

■できるだけ明るく、人通りの多い道を選んで通ること。

■ときどき後ろを振り返るなど、周囲に警戒感をアピールす
る。

■周囲への注意力が低下するので、イヤホン・ヘッドホンで
音楽を聴きながら、又は携帯電話・スマートフォンを操作
しながらの歩行等は避ける。

■万一の場合に備え、防犯ブザーを携帯・活用すること。

■被害に遭いそうになった場合の対処要領（護身術の活用）

■外出中に携帯電話で連絡が取れることで安心せず、やむを
得ず帰宅時刻が遅くなる場合には特に注意が必要であるこ
と。

「児童生徒の性犯罪被害の傾向と対策について」警察庁：H26.7.14
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学校管理下の熱中症の発生状況
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平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

幼稚園 15 7 17

小学校 451 408 579

中学校 1,992 2,038 2,912

高等学校 2,216 2,467 3,554

高等専門学校 20 20 20

計 4,694 4,940 7,082

(独立行政法人日本スポーツ振興センター調べ)

※上記は、学校の管理下における熱中症に対して医療費を支給した件数である(平成３０年度は速報値)



「危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）」の作成 【第29条】

【危険等発生時対処要領作成状況】
生活安全 交通安全 災害安全

小 学 校 96.6%     77.1%      98.2%
中 学 校 94.6%     71.4%      97.8%
高等学校 87.3%     56.2%      96.3%
中等教育学校 95.0％ 68.0%      98.0%
特別支援 95.0%     51.2% 98.3%
幼 稚 園 85.9%     56.4% 95.2%

【津波想定マニュアル作成状況】
小 学 校 95.1% ← (97.4%)
中 学 校 92.7% ← (94.7%)
高等学校 89.2%  ← (87.5%)
中等教育学校 100％ ←(75.0％)
特別支援学校 92.9% ← (93.2%)
幼稚園 84.3%  ← (83.0%)

「学校安全計画」の策定 【学校保健安全法第27条】

【学校安全計画の策定状況】
小 学 校 ９９．9％ ←(99.8%)
中 学 校 ９８．9％ ←(98.5%)
高等学校 ９５．6％ ←(93.7%)
中等教育学校 ９８．０％ ←(90.0％)
特別支援学校 ９９．２％ ←(99.7%)
幼稚園 ８９．２％ ←(83.5%)

【教職員の研修】
生活安全 ８１．９％
交通安全 ６６．４％
災害安全 ７７．９％
全 体 ８７．９％

「学校安全の推進に関する取組状況調査」（平成27年3月末の状況）

安全管理の現状
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第２次学校安全の推進に関する計画について（=今後の学校安全に関する方向性）
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○全ての児童生徒等が、安全に関する資質・能力を身に付ける ことを目指す。

○学校管理下における児童生徒等の事故に関し、死亡事故の発生件数については限りなくゼロとすることを目指すとともに、負傷・疾
病の発生率については障害や重度の負傷を伴う事故を中心に減少傾向にすることを目指す。

第２次学校安全の推進に関する計画（計画期間：平成29年4月～平成34年3月）（平成29年3月24日閣議決定）

目指すべき姿

５つの推進方策と12の施策目標

○東日本大震災の教訓を踏まえて、実践的な安全教育、防災マニュアルの整備や安全点検・見守り活動等が推進されてきた。
○学校管理下で発生する事故、犯罪被害、交通事故等は全体として減少しているものの、いまだ児童生徒等の安全が十分に確保されているとは言い難い

ため、児童生徒等を取り巻く多様な危険を的確に捉え、対策を推進することが必要。
○学校安全の推進に当たって、地域間・学校間・教職員間に差が存在していることから、全ての学校において、質の高い学校安全の取組を推進すること

が求められている。

これまでの取組と課題

上記を実現するために、１２の施策目標を設定し、国・学校設置者・学校等が今後５年間で推進すべき具体的な取組を記載

２．安全に関する教育の充実方策２．安全に関する教育の充実方策
○全ての学校において、
・学校教育活動全体を通じた安全教育を実施【５】
・取組を評価・検証し、学校安全計画（安全管理、研修等の組織活動を含む）を改善【６】

１．学校安全に関する組織的取組の推進
○全ての学校において、
・管理職のリーダーシップの下、中核となる教職員を中心とした組織的な学校安全体制
を構築【１】
・学校安全計画及び危機管理マニュアルの策定【２】
取組の評価・検証を踏まえた改善【３】
○全ての教職員が、各キャリアステージにおいて必要な研修等を受講【４】

４．学校安全に関するPDCAサイクルの確立
を通じた事故等の防止

○全ての学校において、
・定期的に学校施設・設備の安全点検を実施するとともに
三領域（生活安全・災害安全・交通安全）全ての観点から
通学・通園路の安全点検を行い、児童生徒等の学校
生活環境を改善【９】
・学校管理下における事故等には、「学校事故対応に
関する指針」に基づく調査を実施【10】

５．家庭、地域、関係機関等との連携・協働
による学校安全の推進

○全ての学校において、
・保護者・地域住民との連携体制を構築【11】
・外部専門家や関係機関との連携体制を構築【12】

３．学校の施設及び設備の整備充実
○全ての学校において、
・耐震化の早期完了を目指すとともに、緊急的な対応が必要な老朽化対策等を実施【７】
・地域の特性に応じ、非常時の安全に関わる設備の整備を含めた安全管理体制を充実【８】

総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課



学校安全資料：「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育の改訂について

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

○ 震災や豪雨等の自然災害の状況、交通事故や犯罪等の社会的な情勢の変化など、新たな課題の顕在化・深刻化
○ 学校における活動中の事故や登下校中における事件・事故に巻き込まれる事案やスマートフォンやＳＮＳの利用を

巡るトラブルなど従来想定されなかった新たな危機事象の発生
⇒ 学校を取り巻く新たな状況を踏まえつつ、「学校事故対応に関する指針の作成（平成28年）」、
「学習指導要領の改訂（平成29年）」、「第２次学校安全の推進に関する計画の策定（平成29年）」
などに対応して、平成31年3月「生きる力」を改訂（2回目）

○平成13年： 平成7年の阪神・淡路大震災、平成13年の大阪教育大学付属池田小学校事件等を踏まえて、学校安全の参考
資料として、「「生きる力」をはぐくむ学校安全教育」（以下「生きる力」という）を作成

○平成22年： 平成21年の学校保健安全法の制定（学校保健法改正・改称）等を踏まえて「生きる力」を改訂（1回目）

作成・改訂の経緯

○事故等の未然防止のための安全管理と事故発生後の適切な対応
学校保健安全法に基づき、「学校安全計画」「危険等発生時対処要領」

（危機管理マニュアル）を作成し、組織的に安全管理に取り組む体制を整
備することが必要。
作成後も、学校環境や学校生活、通学路等の点検を通じ、危険な箇所や

場所を抽出‣分析‣管理し、PDCAサイクルの中で改善していくことが必要。
○「学校事故対応に関する指針」に係る対応
「学校事故対応に関する指針」に基づき、事故等発生時の組織的かつ的

確な対応、調査・報告・再発防止等の適切な事後対応や児童生徒等への心
のケアを実施することが必要。

○教科横断的なカリキュラム・マネジメントの確立
安全に関する資質・能力を明確化し、学校教育活動全体を通じた教科

等横断的なカリキュラムマネジメントの確立を通じ、地域の特性や児童
生徒等の実情に応じた安全教育を推進することが重要。
○安全教育の進め方
「学校安全計画」を全教職員が理解し、児童生徒等が安全上の課題に

ついて自ら考え、主体的な行動につながるよう、様々な手法を適宜取り
入れることが重要。実施後は、安全教育の取組状況を把握・検証し、改
善につなげていくことが必要。

○安全管理の考え方
学校安全計画に基づいて、安全教育と安全管理を一体的に活動を展開

することが重要。
○新たな危機事象への対応
これまでの危機対応及び災害発生時の対応に加え、スマートフォンや

ＳＮＳの普及に伴う犯罪被害、テロ、弾道ミサイル発射等の国民保護に
関する新たな危機事象への対応を念頭に、学校における危機管理は、社
会情勢の変化に応じ、常に最新の状況にしておくことが重要。
○幼稚園、特別支援学校等における留意点
幼児の発達の特性や各園の特徴、障害の特性等に応じた留意が必要。

改訂の主なポイント

学校における安全管理学校における安全教育 （学習指導要領の改訂への対応）

「第２次学校安全の推進に関する計画」
「学校事故対応に関する指針」を踏まえた対応 安全教育と安全管理における組織活動

○学校における体制整備
管理職のリーダーシップの下、学校安全の中核となる教職員の役割を

明確化し、全ての教職員が一体となって取り組むことが重要。
全ての教職員が、各キャリアステージにおいて、必要な資質・能力を

身に付けることが必要。
また、最新の情報を踏まえ、実践的な研修が必要。

○学校・家庭・関係機関の連携
安全上の課題が複雑化・多様化する中で、家庭・地域・関係機関との

連携が不可欠。



■ 安全とは

心身や物品に危害をもたらす様々な危険や災害が防止され、万が一、事件や事故、
災害等が発生した場合には、被害を最小限にするために適切に対処された状態

(1) 全ての児童生徒等が、安全に関する資質・能力を身に付けることを目指す。
(2) 学校管理下における児童生徒等の事故に関し、死亡事故の発生件数につ

いてゼロとすることを目指すとともに、負傷・疾病の発生率については障害や
重度の負傷を伴う事故を中心に減少傾向にすることを目指す。

■ 目指すべき姿

第1章 第1節 学校安全の意義

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

Ｐ７

■ 「生きる力」と安全教育

「自他の生命尊重を基盤と
し、自らの安全に行動し、
他の人や社会の安全に貢
献できる資質・能力」

１、何を理解している、何ができるか
（「知識・技能」の習得）

２、理解していること・できることをどう使う
か （「思考力・判断力・表現力等」の育成）

３、どのように社会・世界と関わり、よりよ
い人生を送るか

(「学びに向かう・人間性等」の涵養)
22



「生きる力」
参照ページ

学校保健 学校給食 学校安全

学校健康教育の三領域

学校安全
心身の安全管理

生活や行動の安全管理

学校環境の安全管理

対人管理

対物管理

安全教育

安全管理

組織活動

生活安全

交通安全

災害安全

学校安全の領域

23
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第1章 第2節 学校安全の考え方

各教科

総合的な時間、総合的な探究の時間

特別活動(学級活動・ホームルーム活動、学校行事、児童会活動・生徒会活動・クラブ活動)

日常の学校生活での指導や個別指導

教職員の組織、協力体制の整備（役割の明確化）

家庭との連携

地域の関係機関・団体との連携及び学校間の連携

学校安全委員会（学校安全に関する連絡会議）

Ｐ12



■ 三段階の危機管理に対応した安全管理と安全教育

事前の危機管理安全な環境を整備し、事件・事故災害の発生を未然に防ぐ

事件・事故災害の発生時に適切にかつ迅速に対処し、
被害を最小限に抑える 発生時の危機管理

危機が一旦収まった後、心のケアや授業再開など通常の
生活の再開を図るとともに再発の防止を図る 事後の危機管理

生活安全→ 日常生活で起こる事件・事故災害、誘拐や傷害などの犯罪

交通安全→ 様々な交通場面における危険と安全

災害安全→ 地震、津波、火山活動、風水（雪）害等や火災、原子力災害

■ 学校安全の三領域

24

第1章 第２節 学校安全の考え方

今後想定される新たな危機事象→学校への犯罪予告、周辺でのテロの発生等
（国民保護の観点）

Ｐ10～24

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課



・安全点検の実施
（学習環境の安全点検、避難経路の
確認等）

・危険等発生時対処要領の作成と
訓練の実施（学校保健安全法第29条）

（各種災害における安全措置、
不審者侵入時の対応等） 等

校内の協力体制・研修
家庭及び地域社会との連携

（学校保健安全法第３０条）

学校安全計画
（学校保健安全法第27条）

学校における安全の取組
学校安全計画の策定・実施を通じて、児童生徒等が自他の生命尊重を基盤として、自ら安全に行動し、他の人や社会の安全に貢献で
きる資質や能力を育成するとともに、児童生徒等の安全を確保するための環境を整えることをねらいとしている

・保健体育科、社会科、理科、
生活科、技術・家庭科、
総合的な学習の時間、
特別活動や個別指導等
における安全に関する指導 等

生活安全→ 日常生活で起こる事件・事故災害、誘拐や傷害などの犯罪

交通安全→ 様々な交通場面における危険と安全

災害安全→ 地震、津波、火山活動、風水（雪）害等や火災、原子力災害

■ 学校安全に係る各領域

今後想定される新たな危機事象→学校への犯罪予告、周辺でのテロの発生・ミサイルの発射等
25

○学校安全に関する学校の設置者の
責務 （学校保健安全法第26条）

→学校安全に関して学校の設置者が
果たすべき役割の重要性に鑑み、取組
の一層の充実を図るため、その責務を
法律上明確化。

○学校環境の安全の確保
（学校保健安全法第28条）
→学校の施設・設備について、児童生徒
等の安全確保の観点から支障がある
場合に、校長等が遅滞なくその改善のため
の措置を講ずることを規定。

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課



■ 学校安全に関わる法令

学校における安全教育

学校における安全管理・組織活動

※「学校安全の推進に関する計画」（おおむね５年後に閣議決定）

■ 「小学校学習指導要領」 「総則」での規定

26
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第1章 第２節 学校安全の考え方

➡地域や学校の実態に応じて、学校の教育活動全体を通じて実施

○ 安全に関する指導については、体育科、家庭科及び特別活動の時間はもとより、各
教科、道徳科、外国語活動及び総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの特質
に応じて適切に行うよう努めること。
○ それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適
切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活
を送るための基礎が培われるよう配慮すること。
○ 教育課程の編成及び実施に当たっては、…学校安全計画…など、

※中学校・高等学校でも同様の規定

→ 主に学校教育法等基づき、学習指導要領を踏まえ

→ 主に学校保健安全法等、・・・・・

Ｐ13～17



第１章 総則
第３条（国及び地方公共団体の責務）
○国は、各学校における安全に係る取組を総合的かつ効果的に推進するため、学校安全の推進に関する計画
の策定その他所要の措置を講ずる。

→「学校安全の推進に関する計画」（平成24年４月27日閣議決定）
おおむね５年間（平成24年度～平成28年度）にわたる学校安全の推進に関する施策の基本的方
向と具体的な方策を明らかにしたもの。

「第２学校安全の推進に関する計画（平成29年３月24日閣議決定）

第26条（学校安全に関する学校の設置者の責務）
○学校の設置者は、設置する学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ず
るよう努める。

学校では、「学校保健安全法」（平成21年4月1日施行）に基づき、学校安全の取組が実施されている。

第３章 学校安全

27

学校保健安全法に基づく学校安全の取組

第27条（学校安全計画の策定等）
○各学校は、学校の施設設備の安全点検や通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指
導、職員の研修等について盛り込んだ学校安全計画を策定し、職員の共通理解の下で、計画に基づく取組を
進める。

第28条（学校環境の安全の確保）
○校長は、当該学校の施設又は整備について、児童生徒等の安全確保を図る上で 支障となる事項があれば、
遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じる。

第29条（危険等発生時対処要領の作成等）
○各学校は、学校独自の危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）を作成するとともに、教職員に周知
し、危険等発生時に備えた訓練を実施する。

第30条（地域の関係機関等との連携）
○各学校は、児童生徒等の安全確保を図るため、保護者との連携を図るとともに地域社会（警察署その他の
関係機関、地域の安全活動を行う団体等）との連携・協力を図る。

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

Ｐ14・15



計画に含まれる項目

①学校の施設設備の安全点検

②通学を含めた安全指導

③職員の研修等 （法27条）

学校安全の領域

生活安全

交通安全

災害安全

学校安全の構造

安全教育

安全管理

組織活動

（学校安全計画の策定等）
第二十七条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児

童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校
における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。 【学校保健安全法第27条】

第1章 第3節 学校安全計画

28
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○学校安全計画は、安全教育の各種計画に盛り込まれる内容と安全管理の内容とを
関連させ、統合し、全体的な立場から年間を見通した安全に関する諸活動の総合的
な基本計画。
○学校安全計画の策定する際には、全ての教職員、保護者や関係機関・関係団体等
の参画や周知が重要。
○学校安全計画を毎年見直しPDCAサイクルを回すことが必要。

Ｐ19～22



■ 安全教育の目標

日常生活全般における安全確保のために必要な事項を実践的に理解し、自
他の生命尊重を基盤として、生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培うととも
に、進んで安全で安心な社会づくりに参加し貢献できるように、安全に関する
資質・能力を育成する。

○ 様々な自然災害や事件・事故等の危険性、安全で安心な社会づ
くりを理解し、安全な生活を実現するために必要な知識や技能を身
に付けること。 （知識・技能）

○ 自らの安全の状況を適切に評価するとともに、必要な情報を収
集し、安全な生活を実現するために何が必要かを考え、適切に意思
決定し、行動するために必要な力を身に付けていること。

（思考力・判断力・表現力等）
○ 安全に関する様々な課題に関心を持ち、主体的に自他の安全な
生活を実現しようとしたり、安全で安心な社会づくりに貢献しようと
したりする態度を身に付けていること。（学びに向かう力・人間性等）

■ 目指すべき姿

29

第２章 第1節 安全教育の目標

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

Ｐ27

現代的諸課題に対応して求められる資質・能力の一つ



30
総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

Ｐ28第２章 第1節 安全教育の目標

発達の段階に応じた安全教育の目標

幼
稚
園

幼
稚
園

小
学
校

小
学
校

中
学
校

中
学
校

高
等
学
校

高
等
学
校

特
支
特
支

児童生徒等の障害の状態や特性及び発達の程度等、さらに地域の実態等に応じ
て、安全に関する資質・能力を育成することを目指す。

日常生活の場面で、危険な場所、危険な遊び方などが分かり、安全な生活に必
要な習慣や態度を身に付けることができるようにする。
また、災害時などの行動の仕方については、・・・・・伝えることができるようにする

安全に行動することの大切さや、「生活安全」「交通安全」「災害安全」に関する
様々な危険の要因や事故等の防災について理解し、・・・・・・・・・・・・・・・、周りの人
の安全にも配慮することができるようにする。また、簡単な応急手当が・・・・。

地域の安全上の課題を踏まえ、交通事故や犯罪等の実情、災害発生のメカニズ
ムの基礎や様々な地域の災害辞令、日常の備えや災害時の助け合いの大切を理
解し、・・・・地域の安全にも貢献できるようにする。また、心肺蘇生法等の・・・・・・。

安全で安心な社会づくりの意義や、地域の自然環境の特色と自然災害の種類、
過去に生じた規模や頻度等、・・・・・・・、地域社会の一員としての自らの責任ある行
動や地域の安全活動への積極的な参加等、安全で安心な社会づくりに貢献・・。
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Ｐ29～第２章 第２節 安全教育の内容 第３節 安全教育の進め方

□安全教育の内容

安全に関する資質・能力を教科等横断的な視点で確実にはぐくむ安全に関する資質・能力を教科等横断的な視点で確実にはぐくむ

生活安全生活安全

取組状況の把握・検証取組状況の把握・検証

交通安全交通安全 災害安全災害安全

□安全教育の進め方

児童生徒等や学校、地域の実情を踏まえ児童生徒等や学校、地域の実情を踏まえ
改善・見直し改善・見直し

カリキュラム・マネジメントの確立カリキュラム・マネジメントの確立

Ｐ Ｄ

Ｃ

Ａ

学校安全計画の作成 学校教育全体を通じた指導学校教育全体を通じた指導

安全教育の目標

○自助、共助、公助の視点
○内容のつながりを整理し教育課程を編成
○家庭・地域との連携・協力体制
○系統的・体系的な計画 ○校種間の連携
○安全教育と安全管理との関連
○全教職員の共通理解 など

○各種データの把握・分析

○教育課程の改善へ

○安全教育の効果を高め
るための手法

人的又は物的な体制の確保人的又は物的な体制の確保

組織的・計画的に組織的・計画的に



防災を含む安全に関する教育のイメージ

【生活科】
安全に気を付けて生活する≪安≫ 【

総
合
的
な
学
習
の
時
間
】

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
、
防
災
・
安
全
に
関
す
る

探
究
的
な
学
習

≪防≫・・・防災 ≪安≫・・・防災を含む安全

身
近
な
社
会
と
の
関
わ
り

安
全
な
社
会
と
の
関
わ
り

技術
・
家庭

図画
工作

美術

等

教科等横断的な視点から教育課程を編成

【
道
徳
】

生
命
を
尊
重
す
る
心
の
育
成

【小・社会】
地域社会における災害の
防止等について調べ考える

≪安≫

【中・社会】
地域の自然災害に応じた
防災対策の重要性につい
て考察 ≪防≫

【中・理科】
災害等の原因と
なる現象の理解

≪防≫

【小・体育】
・自己の危険予測と
回避
・けがの防止と手当
の理解≪安≫

【高・理科】
地学的な概念や
法則性の理解

≪防≫

【高・保健体育】
・社会生活における
危険予測と回避
・支援者の視点から
の傷害の防止の理
解 ≪安≫

【高・公民】
安全・安心
な地域づく
りへの参画
≪防≫

【高・地理】
自然災害と
災害対策
について考
察 ≪防≫

【小・理科】
災害に関する基
礎的な理解

≪防≫

【小・特別活動】
自らの安全確保のた
めの主体的な行動≪
安≫

【中・特別活動】
支援者としての視点を
含めた主体的な行動

≪安≫

【高・特別活動】
地域社会の安全への
貢献を含めた主体的
な行動 ≪安≫

主体的な行動に必要
な力を育む

安全・安心な地域社会づ
くりに必要な力を育む

自然現象等に
ついて理解す
る

安全で安心して生
きるための中核とな
る力を育む

【中・保健体育】
・自他の危険予測と
回避
・傷害の防止の理解

≪安≫

【幼児教育】
危険な場所、危険な遊び方、災害時などの行動の仕方がわかり、安全に気を付けて行動する≪安≫

平成28年12月21日中央教育
審議会資料より抜粋
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Ｐ３７・３８

特別活動特別活動

特別の教科
道徳

特別の教科
道徳

総合的な学
習の時間
総合的な学
習の時間

生活科生活科

総則総則

体育科体育科

家庭科家庭科
図画
工作
図画
工作

社会科社会科

理科理科

防災を含む安全に関する教育（現代的な諸課題に関する教科等横断的な教育内容）

小学校学習指導要領（平成29年告示）総則
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Ｐ36～47□教科等における安全教育（例：小学校の交通安全）

特別活動
〔学級活動〕（２）ウ

体育科
保健領域（第５学年）

「けがの防止」（交通事故や身の回りの生活の
危険が原因となって起こるけがの防止） 「心身共に健康で安全な

生活態度の形成」（・・事件
や事故、災害等から身を守り
安全に行動すること）

・・・指導としては、・・・交通
安全など、自分や他の生命
を尊重し、危険を予測し、
事前に備えるなど日常生
活を安全に保つために必
要な事柄を理解・・・。進ん
できまりを守り、危険を回
避し、安全に行動できる能
力や態度を育成する・・・。

「学習指導要領解説特体育編（Ｈ２９）」より

安全に関する指導⇒体育科（保健体育科）、家庭科及び特別活動の時間はもとより、各教科、
道徳科、外国語活動、総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行う

「学習指導要領解説特別活動編
（Ｈ２９）」より
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Ｐ36～47□教科等における安全教育（例：小学校の交通安全）

特別活動
〔学校行事〕（３）

「健康安全・体育的行
事」（・・・事故、災害等か
ら身を守る安全な行動
や・・・）
例：交通安全教室

・・・表面的、形式的な指導
に終わることなく、具体的な
場面を想定する・・・・特に、
交通安全指導や・・・・、学
年当初より日常の安全な
登下校ができるよう継続し
て適切な指導を行えるよ
う・・・
「学習指導要領解説特別活動
編（Ｈ２９）」より

特別活動
〔児童会活動〕（３）

「学校行事への協力」

社 会
〔第3学年〕

生 活 科

特別の教科 道徳

〔第1学年及び第2学年〕
Ａ主として自分自身に関す
ること
［節度、節制］
健康や安全に気を付け・・・

Ｄ 主として生命や自然、崇
高なものとの関わりに関する
こと
［生命の尊さ］

生きることの「学校行事へ
の協力」 など

〔学校、家庭及び地域の生
活に関するに関する内容〕

〔身近な人々、社会及び自然
と関わる活動に関する内容〕

総合的な学習の時間
「地域の安全を守る働き」
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□教科等における安全教育（例：交通安全）

【小学校】
○交通事故や身の回りの生活の危険が原因となって起こるけがの防止には、周囲の危険に

気づくこと、的確な判断の下に安全に行動すること、環境を安全に整えることが必要で
あることを理解すること

【中学校】
○交通事故や自然災害などによる傷害は、人的要因や環境要因などが関わって発生するこ

とについて理解を深めること
○交通事故等による傷害の多くは安全な行動、環境の改善によって防止できることについ

て理解を深めること

【高等学校】
○交通事故を防止するには、車両の特性の理解、安全な運転や歩行など適切な行動、自他

の生命を尊重する態度、交通環境の整備が関わること。また、交通事故には責任や補償
問題が生じること。（二輪車や自動車を中心に取り上げるものとする）

【幼稚園等】
○交通安全の習慣を身に付けるようにすること

（例）領域「健康」及び体育科（保健体育科）において学校段階に応じて身に付けるべき事項の例

【特別支援学校】
○児童生徒等の一人一人の障害の状態を適切に把握し、教育活動全体を通じて安全教育を
推進する体制をつくる ※特別支援学校幼稚部教育要領、小学部・中学部学習指導要領等参照

Ｐ36～47
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主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

主体的な学び

深い学び

対話的な学び

新しい時代に必要となる資質･能力の育成と、学習評価の充実

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

何を学ぶか どのように学ぶか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し、
社会と連携･協働しながら、未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

学習指導要領改訂の方向性

何ができるようになるか

生きて働く知識･技能の習
得など、新しい時代に求
められる資質･能力を育成

知識の量を削減せず、質
の高い理解を図るための
学習過程の質的改善

小学校の外国語教育の教科化、高校の新科目「公共
（仮称）」の新設など

各教科等で育む資質･能力を明確化し、目標や内容を
構造的に示す

学習内容の削減は行わない※

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

※高校教育については、些末な事実的知識の暗記が大学入学者選抜で問われることが課題になっ
ており、そうした点を克服するため、重要用語の整理等を含めた高大接続改革等を進める。

未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等の育成生きて働く知識・技能の習得

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性の涵養

平成28年12月21日中教審
答申資料より抜粋
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Ｐ36～47第２章 第３節 安全教育の進め方

安全教育と安全管理との関連安全教育と安全管理との関連

□安全教育の進め方［ポイント］

安全教育の効果を高めるために

安全管理で身に付けた力

○危険予測の学習 ○視聴覚教材や資料の活用 ○地域や校内の安全マップづくり
○学外の専門家の指導 ○避難訓練や応急手当のなどの実習
○誘拐や傷害などの犯罪から身を守るためのロールプレイングの導入 など

学校教育全体を通じた計画的な指導

○学校安全計画に適切かつ確実に位置づける ○全教職員の理解

安全教育で身に付けた力相乗効果

例）より安全な環境づくりを推進 例）安全な行動を実践

自ら考え、主体的な行動につながる工夫

幼稚園における指導幼稚園における指導

○遊びを通しての安全指導が中心 ○危険回避 ➡ 体験を通して学び取る
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Ｐ48第２章 第３節 安全教育の進め方

□安全教育の評価［ポイント］

安全教育の評価の意義安全教育の評価の意義

安全教育の評価の方法安全教育の評価の方法

各種データの把握・分析 取組状況の把握・検証 教育課程の改善

○質問紙法、面接法、観察法
※各評価方法の長所・短所

○ポートフォリオ、作文、レポート、作
品、話し合いなど多様な活動を評価

○保護者への質問から得られた情報

児童生徒等が学習したことの意義や価
値を実感

児童生徒自身が目標や課題を
もって学習

※下線部は、学習指導要領総則編から

多面的・多角的な評価

学校教育及び指導計画の見直しへ

児童生徒等の資質・能力の育成へ



■ 事故の概要
平成２３年（２０１１年）３月１１日（金）１４時４６分、三陸沖を震源とするマグニ
チュード９．０の地震が発生した。石巻市立大川小学校では、地震当時在校し
ていた児童・教職員が校庭への二次避難を行ったが、その後、保護者等への
引渡しにより下校した児童２７名を除く児童７６名、教職員１１名が津波に遭遇
し、うち５名（児童４名、教職員１名）を除く多くの児童・教職員が被災した。
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①学校における防災体制の運営・管理がしっかりとした牽引力をもって進められず、
また教職員の知識・経験も十分でないなど、学校現場そのものに関わる要因
②津波ハザードマップの示し方や避難所指定のあり方、災害時の広報・情報伝達
体制など、災害対策について広く社会全体として抱える要因

事故の直接的要因

避難開始の意思決定が遅く、かつ避難先を河川堤防付近としたこと

これらの背後要因は、個別には、他の学校
現場にも見受けられることであったり、日本全
国に共通する防災上の課題であったりする。

大川小学校の事故はその全てが重なったた
めに起きたのであり、どれか一つでも取り除か
れていれば、惨事は防ぐことができた。

【大川小学校事故検証委員会報告書】
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■ 安全管理の考え方

児童生徒等の安全を確保するための環境整備

○ 学校の実情（学校環境、児童生徒の状況）に応じた安全管理
○ 安全教育と安全管理の一体的な活動の展開

→ 学校安全計画、危機管理マニュアルを実効的なものに

42

第３章 第1節 学校における安全管理の考え方

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

Ｐ53・54

事故の要因や危険を早期に発見し、速やかに除去するとともに、万が一、事
故等が発生した場合に、適切な応急手当や安全措置ができるよう体制を確立

■ 体制整備

○ 管理職のリーダーシップの下、学校安全の中核となる教職員を中心として
○ 全ての教職員が各キャリアステージにおいて学校安全に関する資質・能力
を身に付ける

○ 家庭、地域の関係機関・団体等及び学校相互間の連携や情報交換
➡ 地域ぐるみでの安全

学校全体が目標を共有し組織的に取り組む



安全点検の種類と対象

安全点検の種類 時期・方法等 対 象 法的根拠等

定期の安全点検

毎学期１回以上

計画的に、また教職員全員が
組織的に実施

児童生徒等が使用する施設・
設備及び防火・防災、防犯に
関する設備などについて

学校安全法施行規則第２８条
第１項

毎月１回

計画的に、また教職員全員が
組織的に実施

児童生徒等が多く使用すると
思われる校地、運動場、教室、
特別教室、廊下、昇降口、ベ
ランダ、階段、便所、手洗い
場、給食室、屋上など

明確な規定はないが、各学校
の実情に応じて、施行規則第
２８条第１項に準じて実施

臨時の安全点検

必要があるとき
・運動会等の学校行事の前後
・暴風雨、地震等の災害時

・近隣で危害の恐れのある犯罪
の発生時

必要に応じて点検項目を設
定

施行規則第２８条第２項

日常の安全点検
毎授業日ごと 児童生徒等が最も多く活動を

行うと思われる箇所について
施行規則第２９条

43

第３章 第２節 事故等の未然防止のための安全管理

■ 学校環境の安全管理

消防法に基づく法定点検の実施

建築基準法に基づく法定点検の実施

学校保健安全法施行規則（抜粋）

第28条 法第27条の安全点検は、他の法令に基づくもののほか、毎学期1
回以上、児童生徒等が通常使用する施設及び設備の以上の有無につい
て系統的に行われなければならない。

２ 学校においては、必要があるときは、臨時に安全点検を行うものとする。

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

Ｐ54～

改善措置
（学校保健安全法第28条）
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第３章 第２節 事故等の未然防止のための安全管理

■ 学校環境の安全管理の対象

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

Ｐ60～63

(1)
校舎内等の施設・設備の安全管理
例）教室（保育室）、廊下、階段、トイレ、特別教室、体育館（遊戯
室）、寮、寄宿舎等

(2)
校舎外等の施設・設備の安全管理
例）運動場、園庭等、体育施設、運動用具等の倉庫、プール、足洗い
場等

(3)
不審者侵入防止の観点からの安全管理
例）①校門、②校門から校舎への入口まで、③校舎への入口 ３段階
のチェック体制を確立し、対策を講じる必要性。

(4)

自然災害等の発生に備えた安全管理
例）火災や地震、火山活動などの災害発生時の避難に関する事項及び
地震等へ備えに関すること。学校の立地状況、地域の特性を踏まえる。
地域防災計画との関連、指定避難所指定されている場合の対応など。
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高知県教育委員会
46



事故の発生状況や原
因・関連要因等の把握

日本スポーツ振興センターの事故統計や事故事例を活用

行動や場所の規制 休憩時間の過ごし方、遊具の使い方等の指導

情緒、健康状態の把握 健康観察（学校保健安全法第５条）等による情報を活用

管理と教育の関連 安全管理と安全教育は相互に充実を図る

児童生徒等の行動により生じる危険を早期に発見し、事故を未然に防止
するために実施
→過去の事故統計や事故事例を分析し事故の発生状況を把握するとともに、自校の児童
生徒等の多様な行動などの実態を踏まえ、安全管理の観点と方法を設定

学校生活の安全管理の方法

（環境の管理と併せ、見ることによって新たな危険に気づくことも・・）

47

第３章 第２節 事故等の未然防止のための安全管理

■ 学校生活の安全管理

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
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第３章 第２節 事故等の未然防止のための安全管理

■ 学校生活の安全管理の対象

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

(1)
休み時間
例）始業前の時間、業間の休み時間、昼の休み時間、放課後が対象。
児童生徒等は、解放感、とくに無意識に危険な行動をとる場合がある。

(2)
各教科等の学習時間
例）各教科等の学習時、特に実験、実習、実技。校外での活動に際し
ては、事前の調査が不可欠。情緒不安傾向の児童生徒等への配慮。

(3)
特別活動（クラブ活動等、学校行事）の活動時
例）場所、活動状況が極めて多岐。放課後等に行われる部活動での事故が多い。
児童生徒等の自己管理と合わせて、教職員の共通理解を図る。

(4)
学校給食の時間
例）様々な段階に際しての安全管理。食物アレルギーへの対応の取組

(5)
清掃活動等作業時
例）用具の扱い方、危険な行動が原因で事故が発生。

Ｐ57・58
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目的：児童生徒等の通学時における安全の確保
対象：通学路の設定とその安全確保及び通学の手段に対応した安全管理

49

第３章 第２節 事故等の未然防止のための安全管理

■ 通学の安全管理

交通安全の視点 災害安全の視点生活安全の視点

（１） 通学路の設定と安全確保
（２） 安全な通学方法の策定・実施
① 交通手段の違いによる安全確保
② 交通事故防止のための安全確保 ➡ 通学路交通安全プログラム
③ 悪天候時や災害等発生時の安全確保
④ 誘拐や傷害などによる犯罪被害防止のための安全確保 ➡ 登下校防犯プラン

（３） 地域全体で見守る体制の整備等

【ポイント】

○「見守り空白地帯」➡「総合的な防犯対策」 ○児童生徒等の行動の自己管理
○「ながら見守り」 ○要注意箇所・危険個所の「見える化」
○通信手段が途絶えた場合のルール ○児童生徒等の危険予測・回避能力の育成 等

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
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総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

【別表】安全管理の対象、項目等

３通学路の安全管理（１）通学路の設定 （２）通学路の安全確保

Ｐ122～124



地域における通学路交通安全の推進体制（「通学路交通安全プログラム」に基づく取組）

取組内容

●平成24年4月 京都府亀岡市交通事故（児童・保護者3名死亡、
7名負傷）

●教育委員会・学校・道路管理者・警察による通学路の緊急合同
点検を実施（平成24年５月30日文・国・警通知）（点検実施箇
所80,161箇所、対策必要箇所74,483箇所）

●文科省、国交省、警察庁が連携して、これらの対策必要箇所を
毎年度フォローアップするとともに、地域における継続的な取組
として「通学路交通安全プログラム」に基づく通学路の交通安全
の推進体制が構築された（平成25年12月6日文・国・警通知）

●平成29年度末現在1,680市町村（全国1,741市町村の97.5％）
がプログラムに基づく推進体制を構築している。

経緯・進捗状況

防災・安全交付金による支援（国土交通省）
●点検等を継続的に実施している団体が行う対策に対して特に重点的に配分
●ビッグデータを活用した生活道路対策に対して特に重点的に配分

学校安全総合支援事業（文部科学省）
●学校種・地域の特性に応じた地域全体での学校安全推進体制の構築を図るた
め、セーフティプロモーションスクール等の先進事例を参考とするなどして、学
校安全の組織的取組と外部専門家の活用を進めるとともに、各自治体内での
国立・私立を含む学校間の連携を促進する取組を支援する。

●通学路交通安全プログラムに基づいた学校と地域の関係機関が連携する地域
の取組についても支援可能。

関連する国の取組

＜推進体制の構築＞
市町村ごとに教育委員会、学校、PTA、警察、道路管
理者などの関係者を構成員とする協議会を設置。

＜基本的方針（通学路交通安全プログラム）の策定＞
●合同点検の実施方針

合同点検の実施時期、実施体制、実施方法などを定
める。

●通学路安全点検のためのPDCAサイクルの実施方針
合同点検の実施・対策の検討、対策の実施、対策効果の把握、
それを踏まえた対策の改善・充実を一連のサイクルとして繰り
返し実施することを取組の基本的な考え方として定める。

通学路の交通安全の確保に向けた取組状況（29年度末）

対策必要箇所 74,483箇所 対策済72,238箇所

推進体制の構築 1,741市町村 構築済み1,680市町村
D：対策の実施

C：対策効果の把握

A：対策の改善・充実

文部科学省作成資料

P：合同点検の実施
対策の検討

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課



「登下校防犯プラン」の概要

登下校時における子供の安全の課題

(1) 通学路の防犯の観点による緊急合同
点検の実施、危険箇所に関する情報共有

(2) 危険箇所の重点的な警戒・見守り

(3) 防犯カメラの設置に関する支援、防犯
まちづくりの推進

(1) 子供の被害は登下校、特に下校時（15～18時）に集中
犯罪件数が減少する中、ほぼ横ばいで推移

(2) ①既存の防犯ボランティアの高齢化、②共働き家庭の増加
→ 「地域の目」が減少、「見守りの空白地帯」が生じている
登下校時における総合的な防犯対策の強化が急務

２．通学路の合同点検の徹底及び
環境の整備・改善

５．子供の危険回避に
関する対策の促進

(1) 警察・教育委員会・学校間の情報共有

(2) 地域住民等による効果的な見守りや
迅速な対応に資する情報の提供・発信

(3) 放課後児童クラブ・放課後子供教室等
の安全対策の推進

(1) 防犯教育の充実

(2) 集団登下校、ICタグ、スクールバス等
を活用した登下校の安全確保の推進

(1) 多様な世代や事業者が日常活動の
機会に気軽に実施できる「ながら見守り」
等の推進

(2) スクールガードの養成、防犯ボランティ
ア団体の活動等の支援

(3) 「子供110番の家・車」への支援等

146
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378
233

0
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

件

時台

子供（13歳未満）が被害者となる身体犯の発生状況
（土日除く。道路上での事案に限る）（H27～29年累計）

学
校

放課後児童
クラブ等

自治体

保護者地域
住民

１．地域における連携の強化

(1) 登下校時における防犯対策に
関する「地域の連携の場」の構築

(2) 政府の「登下校防犯ポータル
サイト」による取組の支援

４．多様な担い手による
見守りの活性化

３．不審者情報等の共有及び
迅速な対応

警
察

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課



登下校防犯プランにおける文部科学省の取組

防犯の観点からの通学路の緊急合同点検の実施 見守り活動の活性化

通学路の緊急合同点検等の徹底 登下校における安全確保対策の強化

環境の整備・改善

地域ぐるみで子供を守る連携体制の強化

不審者情報の共有及び迅速な対応

実践的な防犯教育の充実

様々な登下校の安全確保策の共有

○スクールガードの養成・質向上
○スクールガード・リーダーの巡回強化
○ながら見守り等の推進による担い手の確保
○「子ども110番の家」との連携推進

○警察・教育委員会・学校間の迅速な不審者情報共有体制の再
整理
○警察と連携した効果的な見守りや迅速な対応に資する情報の
共有体制構築

○通学路安全マップの作成等を通じた指導
○防犯教室等の活用
○「子供110番の家」の活用の推進
○防犯教育の担い手である教職員の研修の充実
○安全な登下校のための、家庭における
防犯の取組の推進

・防犯ブザー等の活用
・集団登下校、スク―ルバス等による安全な登下校方策
・ICタグを活用した登下校管理
等の好事例・留意点等を周知し、効果的な安全確保の取組を推進

○危険箇所の重点的な警戒・見守り
○防犯カメラの設置に関する支援・防犯まちづくりの推進

合同点検の実施

学校で危険箇所の抽出

危険箇所の共有、環境の
整備・改善の検討

教育委員
会 学校

地域住民

警察

自治体道路管理
者

その他関係者・関係機関

連 携
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(1) 教職員、児童生徒等、保護者、
地域から提供される情報

(2) 過去の事故等の発生に関する情報
(3) 事故等の発生条件に関する情報
〇 防犯の視点 〇交通安全の視点
〇 防災の視点
〇 校内事故防止の視点
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第３章 第２節 事故等の未然防止のための安全管理

■ 学校における安全点検のＰＤＣＡサイクル

危険個所の分析

危険個所の管理と組織体制

危険個所の抽出

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

(1) 複数の目による客観的な分析
(2) 児童生徒等の行動の分析
(3) 児童生徒等による調査

(1) 物理的対策と人による対策
(2) 協議会・委員会による組織的な取組の推進
(3) 事故等情報の共有

「抽出」「分析」「管理」する
取組を、ＰＤＣＡサイクルに
基づき組織的に進める。
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事故等が発生した際、児童生徒等の生命と健康を最優先に迅速かつ適切な対応を行
うことが重要である。そのため、組織として機動的に対応できるよう救急及び緊急連絡体
制を整えておくとともに、迅速かつ適切な手当てができるよう、日頃から全ての職員がその
手順について理解し、身に付けておくことが大切である。
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第３章 第３節 事故等の発生に備えた安全管理 第4節 災害時発生時の対応

■ 事故発生時・災害発生時の対応

各学校の地域特性や児童生徒等の実態に応じた危
機管理マニュアルの整備・充実のための参考資料。

学校における危機管理マニュアル作成上の留意点
等を掲載。

防犯が中心であった既存の資料を基に、幅広い事
故・災害等をカバーし、事故後の対応等の記載を大
幅に充実したもの。

様々な事故・事件等や場面に応じて、対応の在り方
や留意点等、基本的な内容を記載。

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

Ｐ70～



56

学校の危機管理マニュアル作成の手引

学校における危機管理マニュアル作成・見直しの考え方・手順

■各学校の実情に応じて想定される危険を明
確にし、危険等発生時にどう対処し、いかに児
童生徒等の生命や身体を守るかについて検討
する。

■事前・発生時・事後の三段階の危機管理を
想定して危機管理マニュアルを作成し、安全管
理と安全教育の両面から取組を行う。

■全ての教職員の役割分担を明確にし、共通
理解を図る。

■家庭・地域・関係機関と連携して児童生徒等
の安全を確保する体制を整備するとともに、協
働して危機管理マニュアルの作成や避難訓練
等を行う。

■教育委員会等の学校の設置者は、各学校に
おけるマニュアルの作成・改善等について必要
な指導助言を行い、体制整備や事故等発生時
に必要に応じて学校をサポートする。

■事後の危機管理においては、事故等の検証
や児童生徒等・保護者への適切な対応等を実
施するために、「学校事故対応に関する指針」
を参考に危機管理マニュアルの見直し・改善を
図る。

見直し・改善のポイント

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
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「学校の危機管理マニュアル作成の手引」 全体構成図

学校における危機管理

「事前の危機管理」がその後の対応全てにつながります。いつ起こるか分からない事故等にきちんと備えることが重要です。

個別の危機管理事前の危機管理 予防する 命を守る 復旧・復興する

実際の対応時は、マニュアルを見る余裕はありませんが、
教職員の適切な判断と指示が必要です。事前に全教職員
がしっかりと理解しておくことが大切です。

緊急事態の発生

3-1事故等発生時の対応の基本

3-2様々な事故への対応

3-3不審者侵入への対応

3-4登下校時の緊急事態（不審者事案）への対応

3-5交通事故への対応

3-6気象災害への対応

3-7地震・津波への対応

3-8新たな危機事象への対応

3-93-9●幼稚園等における留意点

3-103-10●特別支援学校等における留意点

3-113-11●寄宿舎における留意点

2-2点検

2-3避難訓練

2-5安全教育

2-4教職員研修

体
制
整
備

2-1

●計画的な点検の実施
●事故等情報を生かした点検
●関係機関と連携した点検

●目的を明確化した点検
●地域関係機関等と連携した
訓練

●学校安全の中核となる教員
の育成と校内研修の充実

●安全に関する資質・能力の
育成
●教育活動を通じた取組

（地域安全マップの作成）

事後の危機管理

4-1事後の対応

4-3調査・検証・報告・再発防止等

4-2心のケア

●児童生徒等の安否確認
●引渡しと待機
●教育活動の継続

●健康観察によるストレス症状等の
把握と対応

●調査による原因究明
●調査結果に基づく再発防止策

●保護者等への丁寧な説明と継続
的な支援
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学校の危機管理マニュアル作成の手引

事前の危機管理

2-2点検

2-3避難訓練

2-4教職員研修

体
制
整
備

2-1

●計画的な点検の実施
●事故等情報を生かした点検
●関係機関と連携した点検

●目的を明確化した点検
●地域関係機関等と連携した訓練

●学校安全の中核となる教員の
育成と校内研修の充実

●安全に関する資質・能力の育成
●教育活動を通じた取組
（地域安全マップの作成）
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・事故の未然防止のために危険個所の抽出・分析・管理の組織的
な取組を！

予防する

2-5安全教育

・どのような危険があるか、何から避難するのか、どのような避
難行動をとるのか、場面や状況に応じた対応を確認！

・保護者や地域住民と連携した取組、関係機関や外部専門家等に
の評価による検証、危機管理マニュアルを改善！

・新年度のできるだけ早期に！全教職員が共通理解することが大
切

・児童生徒等自身が危険を予測し、自ら回避できるように！

教職員研修資料（DVD）を活用した事例

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
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学校の危機管理マニュアル作成の手引
3-1事故等発生時の対応の基本

3-2様々な事故への対応

3-3不審者侵入への対応

3-4
登下校時の緊急事態（不審者事案）へ
の対応

3-5交通事故への対応

3-6気象災害への対応

3-7地震・津波への対応

3-8新たな危機事象への対応

● 幼稚園等における留意点 ● 特別支援学校等における留意点 ● 寄宿舎における留意点

児童生徒等の生命と健康を最優先に迅速かつ適切な対応を！

個々の事案に応じた対応方法と留意点

・発生しやすい事故事例（頭頚部外傷・熱中症・
食物アレルギー）事故の予防と発生時の対応
⇒正しい理解と緊急時の的確な対応を！

・来校者への適切な対応、通報・安全確保

・地域と連携した登下校時の安全確保

・事故状況の情報収集と事後対応
・被害者・加害者にならないための事前対策

・正確な情報に基づく適切な判断
落雷、竜巻に対する正しい理解

・地域防災計画における学校の位置づけ

・学校防災マニュアル作成の手引き

・国民保護（テロ・弾道ミサイル）等への対応
・インターネット上の犯罪被害の防止

59
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学校の危機管理マニュアル作成の手引

3-3不審者侵入への対応
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第一報が入った時
〈把握する情報の例〉

■いつ、どこで、誰にどのよう
なことが起こったか
■110番通報したか
■負傷者はいるか
■119番通報したか
■周囲にほかの児童生徒等
はいるか

緊急対応の要否の判断と
被害者等の安全確保

概要を把握し、緊急対応が
必要かどうか見極めます

学校の危機管理マニュアル作成の手引

3-4登下校時の緊急事態（不審者事案）への対応 Ｐ32

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
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弾道ミサイル落下時の行動について
平成２９年４月２１日 国民保護ポータルサイトにて公開

詳細については、国民保護ポータルサイト（http://www.kokuminhogo.go.jp/）をご覧ください。
62



学校の危機管理マニュアル作成の手引

3-8新たな危機事象への対応 弾道ミサイル発射等の国民保護に関する事案への対応

様々な場面における避難行動

関係機関と連携した体制整備

Jアラートを通じて緊急情報が発信された際の対応

◆学校の状況や児童生徒等のいる場所に応
じて適切な行動をとること。
・学校にいる場合
・校外活動中の場合
・登下校中の場合
・児童生徒等が自宅にいる場合

◆臨時休業や授業の開始時間の判断等は、
学校と学校の設置者が事前に協議のうえ、
あらかじめ定めておくことが重要。

◆弾道ミサイルやテロ等に対する対応は学
校だけで実行することは難しい。

（市民生活とも連動する）
◆各自治体の国民保護計画を踏まえた対応
が必要
◆教育委員会等の学校の設置者が中心とな
り、危機管理部局や関係機関と連携を強化
し、学校への情報伝達や避難方法等につい
て情報共有を図ることが重要。

正しい知識を身に付け、どのような危険から何のために避難するのか適切に判断し行
動できるようにすることが重要。 63
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学校の危機管理マニュアル作成の手引

事後の危機管理

4-1事後の対応

4-3調査・検証・報告・再発防止等

4-2心のケア

●児童生徒等の安否確認
●引渡しと待機
●教育活動の継続

●健康観察によるストレス症状等の
把握と対応

●調査による原因究明
●調査結果に基づく再発防止策
●保護者等への丁寧な説明と継続的
な支援

・事故等発生後、事案への対応と児童生徒t等の安否確認

・安全を確保した下校方法の検討、引き渡しと待機の適切な判断

・事故等の状況を踏まえた校舎の使用計画、避難所運営との調整

・教育相談や健康相談の学校の教育
活動への明確な位置づけと運営

・学校を中心に専門家（精神科医、
カウンセラー等）、地域の関係機関
等との連携による支援体制の確立
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幼稚園等は、幼児が身体発育や精神的機能の発達が十分でないこと、

登校園時間・通園方法、教育活動の場や内容、教職員の職種や勤務時間
が多様であることなどの特徴があり、各園における特徴に留意した上で取
り組む必要がある。

65

第3章 学校における安全管理 第6節 幼稚園、特別支援学校等における主な留意点

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

１ 教職員の役割の理解・役割分担

２ 園外保育（活動）

園外で活動する場合、活動場所、活動状況等が極めて多岐にわたるため、幼児の
発達や活動場所などの特性に応じた安全管理が必要となる。活動場所やその経路に
関する事前の実地調査、参加した幼児の人数や心身の健康状態の把握、活動の場
所、時刻、時間等における無理や危険性の把握などについて教職員の共通理解を図
り、状況に応じた慎重な安全管理を行うことが大切である。

３ 避難訓練・研修
４ 安否確認
５ 保護者との連携
６ 避難所対応

また、保護者には、幼児は保護者の行動を模倣するため、
安全に係るルール・マナーの遵守に努めてほしいことを伝
えるととともに、バスや自転車通園の保護者には、交通安
全や不審者対応について幼児自身が通園時等に確認でき
るような機会を意識して設けてもらうようにする。
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○道路を歩く時の基本的な心構え、道路を横断するときの心構えと行動
○遠足や園外活動において集団で行動するときに必要な約束
○電車やバス等に乗降するときの約束 など

66

園外活動の留意点(例)「生きる力」をはぐくむ安全教育（H31）より抜粋、一部修正

１ 安全に関する指導（Ｐ１３７から）

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

２ 安全管理（Ｐ１１７・１２０から）

○園舎外の環境の安全管理として、例えば、砂場における危険物の有無、ブロック塀、
フェンス、部外者や動物の侵入、遊具の破損や劣化などの点検
○活動場所やその経路に関する事前の実地調査、園外活動における道中の園児の行
動の把握、参加した幼児の人数や心身の健康状態の把握
○活動の場所、時刻、時間等における無理や危険性の把握 など

３ 園外活動時における事故発生時の留意点（Ｐ７２から）

○予め、経路や現地における交通事情、連絡の方法、救急病院等の医療機関の調査、
教職員の救護担当者を決めるなど緊急事態への対処の体制の確立
○事故等発生時の適切な応急手当、幼児の人員の点検・掌握、幼児が動揺しないよう
に冷静な態度で的確な指示、園への急報 など

P122「通学路の設定」、
P123「通学路の安全確保」参照



学校の危機管理マニュアル作成の手引
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学校の危機管理マニュアル作成の手引
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熱中症事故の防止について 令和元年５月２４日付通知

69

○ 活動前に適切な水分補給を行うとともに，必要に応じて水分や塩分を補給できる環
境を整え、活動中や終了後にも適宜補給行うこと等の適切な措置を講ずること。

○ 学校管理下における熱中症事故は、ほとんどが体育・スポーツ活動によるもので、運
動部活動以外の部活動や、屋内での授業中でも発生。暑くなり始めや急に暑くなる日
等の体がまだ暑さに慣れていない時期、それほど高くない気温（25～30℃）でも湿度等
その他の条件による発生していることを踏まえ、教育課程内外を問わず熱中症事故防
止のための適切な措置を講ずること。

○ 政府において、7月を「熱中症予防強化月間」。環境省「熱中症対策シンポジウム」を
開催。熱中症予防情報サイトで「暑さ指数」の情報提供。

○ 夏季における休業日等について、適切に対応すること。（留意点省略）

【参考】
・環境省「熱中症予防情報サイト」
・独立行政法人日本スポーツ振興センター「熱中症を予防しよう」（パンフレット）他
・文部科学省「生きる力をはぐくむ安全教育」（H31年3月）

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課



熱中症事故の防止について
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文部科学省 × 学校安全 ポータルサイト



熱中症事故の防止について
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熱中症事故の防止について
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日本スポーツ振興センターHP
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熱中症事故の防止について
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学校における「避難訓練」の考え方
～【消防法】及び【学校保健安全法】と【学習指導要領】における「避難訓練」の意義と目的～

「避難訓練」は､消防法・学校保健安全法・学習指導要領の意義や目的を踏まえて

【消防法】
防火（防災）管理上必要な業務
として行う学校教職員の活動

消火、通報及び避難等の訓練実施

【学習指導要領】
特別活動のねらいに則した

児童生徒の活動
【特別活動の目標】

集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ,様々な集団活動
に自主的,実践的に取り組み,互いのよさや可能性を発揮しながら集団や
自己の生活上の課題を解決することを通して,次のとおり資質・能力を育
成することを目指す。
(1) 多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要
となることについて理解し,行動の仕方を身に付けるようにする。
(2) 集団や自己の生活,人間関係の課題を見いだし,解決するために話し
合い,合意形成を図ったり,意思決定したりすることができるようにする。
(3) 自主的,実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして,集団や
社会における生活及び人間関係をよりよく形成するとともに,人間としての
生き方についての考えを深め，自己実現を図ろうとする態度を養う。

学校行事
（3） 健康安全・体育的行事
心身の健全な発達や健康の保持増進,事件や事故,災害
から身を守る安全な行動や規律ある集団行動の体得，運
動に親しむ態度の育成，責任感や連帯感の涵（かん）養，
体力の向上などに資するようにすること。

【学校保健安全法】
第27条 学校安全計画の策定

・児童生徒等に対する通学を含めた学校生活
その他の日常生活における安全に関する指
導計画策定

第29条危険等発生時対処要領の作成等

・校長は、危険等発生時対処要領の職員に対
する周知、訓練の実施その他の危険等発生
時において職員が適切に対処するために必
要な措置を講ずる
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「学校事故対応に関する指針」に基づく取組の流れ

事 故 発 生

● 応急手当の実施 ● 被害児童生徒等の保護者への連絡

事故発生直後の対応

初期対応時の対応

● 死亡事故及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う場合等重篤な事故については、学校の設置者等に事故報告

● 死亡事故については、都道府県教育委員会等を通じて国に報告
● 学校による基本調査 （教職員・児童生徒等への聴き取り等、調査開始から３日以内を目処に終了し、整理した情報を学校の設置者

に報告）

● 学校の設置者等が、中立的な立場の外部専門家等からなる調査委員会を設置して実施

● 調査委員会又は学校の設置者は調査結果を被害児童生徒等の保護者に説明（調査の経過についても適宜適切に報告）

● 調査結果を学校の設置者等に報告、報告を受けた調査結果については、都道府県教育委員会等を通じて国に提出

再発防止策の策定・実施

● 学校、学校の設置者等は報告書の提言を受け、速やかに具体的な措置を講ずる、講じた措置及び実施状況について、適時適切に
点検・評価

※ 必要に応じて、保護者と学校双方にコミュニケーションを取ることができるコーディネーターを配置

未然防止のための取組

● 教職員研修の充実、各種マニュアルの策定・見直し ● 安全教育の充実、安全管理の徹底
● 事故事例の共有（情報の集約・周知） ● 緊急時対応に関する体制整備

● 国は、提出された報告書を基に情報を蓄積、教訓とすべき点を整理した上で、全国の学校の設置者等に周知

学校の設置者による詳細調査への移行の
判断

詳細調査の実施
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幼稚園及び認定こども園における事故については、
基本的には

「教育・保育施設等における事故防止及び事故発
生時の対応のためのガイドライン」
（平成28年３月 内閣府・文部科学省・厚生労働省）
を参照



学校事故対応に関する指針〔概要〕

趣 旨

全国の学校現場において重大事故・事件が発生しており、情報公開や原因の調査に
対する学校及び学校の設置者の対応について、国民の関心が高まっている。
このため、学校、学校の設置者、地方公共団体が、それぞれの実情に応じて、事

故対応の在り方に係る危機管理マニュアルの見直し・充実、事故対応に当たっての
体制整備等、事故発生の防止及び事故後の適切な対応に取り組むに当たり参考とな
るものとして、本指針を作成する。

平成２６～２７年度 「学校事故対応に関する調査研究」有識者会議において検討

１．事故発生の未然防止のための取組
○ 教職員研修の充実、各種マニュアルの策定・見直し（ｐ４）

研修・訓練…新年度のできる限り早期に実施
内容…事故統計や事故事例、様々なケースに対応した訓練、心肺蘇生等の

応急手当に関する知識技能の向上、アレルギーへの対応等）
○ 安全教育の充実、安全管理の徹底（安全点検の実施等）
○ 事故事例の共有、緊急時対応に関する体制整備（p7 ｐ27・28）
○ 保護者や地域住民、関係機関等との連携・協働体制の整備
○ 学校の設置者として必要な指導・助言の実施
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２ 事故発生後の取組
原則として、登下校中を含めた学校の管理下※）で発生した「事故」を対象

※）独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条第２項に定める「災害共済給
付」の対象となる「学校の管理下」参照

■『事故発生直後の対応』
○応急手当の実施、被害児童生徒等の保護者への連絡、児童生徒等への対応等、

役割分担に基づき実施（本文ｐ９ ｐ29・30参照）

■初期対応時の対応（発生直後～事故後１週間程度）
○学校の設置者等への事故報告、支援要請
【対象となる事故】

死亡事故及び
治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う場合等重篤な事故

【報告先】
＜公立学校＞ 学校の設置者

市区町村立学校（指定都市立学校を除く。以下同じ）の
事案の場合は都道府県教育委員会に報告
死亡事故については、国まで一報を行う

＜国立学校＞ 学校の設置者
＜私立・株立学校＞必要に応じて、都道府県私学担当課・地方公共団体の

学校設置会社担当課（以下「都道府県等担当課」）に
事故報告を行い、事故対応の支援を要請

○ 基本調査の実施
○ マスコミ、保護者等への対応（ｐ11）

（初期対応終了後の取組）
○ 詳細調査の実施

指針のポイント

被害児童生徒等の生命と健康が最優先

第一報は可能な限り早く

死亡事故の報告は全ての学校
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３ 調査の実施
【基本調査】

○ 調査対象と調査の実施主体
【調査対象】死亡事故
（死亡以外の事故については、事故報告の対象となる事故のうち、被害児童生
徒等の保護者の意向も踏まえ、設置者が必要と判断したとき）

【調査主体】設置者の指導・助言のもと、原則学校が実施
○ 基本調査の実施（p14）
・関係する全教職員からの聴き取り（調査開始から3日以内を目途に終了）ｐ32
・必要に応じて事故現場に居合わせた児童生徒等への聴き取り
・関係機関との協力等

○ 基本調査における被害児童生徒等の保護者との関わり
・学校及び設置者は、調査着手から１週間以内を目安に、最初の説明を被害児童
生徒等の保護者に実施

≪詳細調査への移行の判断≫
○ 学校の設置者が被害児童生徒等の保護者の意向にも十分配慮しつつ詳細調査へ
の移行を判断 私立・株立学校については、必要に応じて都道府県等担当課が支援・助言

○ 少なくとも次の場合には詳細調査を実施
ア）教育活動自体に事故の要因があると考えられる場合
イ）被害児童生徒等の保護者の要望がある場合
ウ）その他必要な場合

指針のポイント

事案発生後、速やかに着手する調査であり、当該事案の公表・非公表に関わらず、
学校がその時点で持っている情報及び基本調査の期間中に得られた情報を迅速に整
理するもの
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指針のポイント【詳細調査】

○調査の実施主体：
＜公立学校＞＜国立学校＞ 特別の事情がない限り、学校の設置者
＜私立・株立学校＞死亡事故等が発生した場合であって、学校法人の求めに応じ、必要と認められる際
には、当該事故が発生した学校における教育の根幹に関わる重大事態であることに鑑み、都道府県等
担当課＞

○調査委員会の設置：中立的な立場の外部専門家で構成
※必要に応じて、聴き取り調査等を担う補助者を別に置く

○詳細調査の計画・実施
①基本調査の確認
②学校以外の関係機関への聴き取り
③状況に応じ、事故発生場所等の実地調査
④被害児童生徒等の保護者からの聴き取り

※プライバシー保護の観点から、委員会は非公開とすることができる
（公開/非公開の範囲は、プライバシー保護及び保護者の意向に十分配慮の上で、個別
事例ごとに関係者を含めて十分協議）

※委員会を非公開とした際には、委員会の内容の報告を受けた学校の設置者が被害児童生
徒等の保護者に適切に情報共有

○ 事故に至る過程や原因の調査と再発防止・学校事故予防への提言
○ 調査結果の報告：調査委員会は、調査結果を調査の実施主体に報告

（学校の設置者以外が調査の実施主体の場合は設置者にも情報提供）

調査委員会又は学校の設置者は、調査結果を被害児童生徒等の
保護者に説明

○ 報告書の公表：調査の実施主体が報告書を公表

基本調査を踏まえ必要な場合に、学識経験者や学校事故対応の専門家など外部専門家が参画
した調査委員会において行われる、より詳細な調査
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４ 再発防止策の策定・実施

○ 学校、学校の設置者は、報告書の提言を受けて、速やかに具体的な措
置を講ずるとともに、講じた措置及びその実施状況について、適時適切
に点検・評価を実施

○ 学校の設置者は、国にも報告書を提出
（市区町村立学校の場合は都道府県教育委員会、私立・株立学校の場合
は都道府県等担当課を通じて）

○ 国においては、報告された報告書の概要を基に事故情報を蓄積、学校、
学校の設置者、都道府県等担当課に周知

指針のポイント
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５ 被害児童生徒等への保護者への支援

○ 被害児童生徒等の保護者への丁寧な説明、継続的なサポート

○ 児童生徒等、被害児童生徒等の保護者、教職員に対する心のケア

○ 災害共済給付の請求

○ コーディネーターによる事故対応支援
・設置者が必要に応じて、被害児童生徒等の保護者と学校の双方にコ
ミュニケーションを取ることができ、中立の立場で、被害児童生徒等の
保護者と教職員、両者への支援を実施するコーディネーターを派遣
（事故対応の知見を有する都道府県又は市区町村の職員を想定、地域の
実情によっては、事故対応に精通した学識経験者にコーディネーター役
を委嘱する等も考えられる）

指針のポイント

【再通知】
平成28年12月21日付28文科初第1261号

「学校事故対応に関する指針」に基づく適切な事故対応の推進について
（通知）

１基本調査のすみやかな実施及び保護者への丁寧な説明について
２保護者の意向を十分に踏まえた詳細調査の実施について
３都道府県教育委員会等の指導・助言及び国への報告について 81



学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

各学校の地域特性や児童生徒等の実態に応じた学校防災マニュアルの
整備・充実のための参考資料

●各学校の地域特性や児童生徒等
の実態に応じた防災マニュアルの
整備・充実のための参考資料

●学校における防災マニュアル作成
上の留意点等を掲載

平成２４年全国の学校に配布
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地

震

の

発

生

地

震

の

発

生

※上記のフローチャートは、震度５弱以上の大規模地震発生の場合を想定していますが、地震発生時には、震度が判断できない事から、初期対応の
「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」場所への避難行動は、震度に関わらず必要です。
※災害対策本部の設置時期については、災害規模や、管理下、管理下外により変わることが考えられます。
※このフローチャートでは、初期対応を揺れが続いている時間、二次対応は揺れがおさまってから津波や火災など地震の次に起こる危険から回避する
までの期間として示しています。

「事前の危機管理」がその後の対応全てにつながります。いつ起こるか分からない地震災害にきちんと備えることが重要です。

管理下

校内

校外

通学路

休日

登校前

下校後

二次対応 対

策

本

部

設

置

安 否 確 認

管理外
津波等の二次災害の危険性を十
分に検討した上で引き渡すかどう
かの判断を。

発生時の危機管理発生時の危機管理 命を守る 事後の危機管理事後の危機管理 立て直す事前の危機管理事前の危機管理

・管理職、安全担当者のリーダーシッ
プが重要
・全ての教職員の分担と責任を明確に
・想定される二次災害をリストアップ
・発生時、二次対応時、学校待機時そ
れぞれに役立つ物品のリストアップ

・非構造部材の危険
・学校が行う点検と専門家による点
検
・避難経路や避難場所の点検

・基本行動は「落ちてこない・倒
れてこない・移動してこない」場
所への避難
・二次災害（津波や火災等）から
の避難や引渡しの訓練
・教科指導と関連させた訓練

・学校安全の中核となる教員の養成
と校内研修の充実
・地域や関係機関・団体との連携
・地域人材を活用した研修や授業等
での活用

備える

素早い情報収集
適切な二次対応の判断
臨機応変な判断と避難
※正常化の偏見に注意

事前に教職員が協力できる内容地域や
防災担当部局と整備

避難所協力避難所協力

心のケア

原子力災害

事前に保護者等と話し合いルールを

引き渡し（待機）

連絡、通信手段の複線化を

緊急地震速報
地震の揺れ

管理下、外に関わらず、児童生徒等がそれぞれの状況
下で対応できるよう事前の指導・訓練が必要です。

体制整備と備蓄

求められる機能とその業務内容
的確な情報収集と発信、優先順位

点検

避難訓練

教職員研修

落ちてこない
倒れてこない
移動してこない
場所への避難

初期対応
健康観察によるストレス症状等の把握と
対応

情報収集と適切な退避・避難行動

○津波の危険が考えられる地域では、地
震後すぐに高台等あらかじめ決められ
た避難場所に避難します。

この間、マニュアルを見る余裕はありませんが、教職員の適切な判断と指示が必要
です。事前に教職員がしっかりと理解しておくことが大切です。

※正常化の偏見（バイアス）
自分にとって都合の悪い情報を
無視したり、過小評価したりして
しまう人間の心理特性

学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き

p28

p29

p22

P26

p23

p10

p14

p16

p19

p20 p22

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
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揺れている間に、マニュアルを
見ることはできません。
揺れが収まっても、津波や火災

等の２次災害からすばやく避難す
ることが必要です。

学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き

84
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事前の危機管理事前の危機管理

・管理職、安全担当者のリーダーシップ
が重要
・全ての教職員の分担と責任を明確に
・想定される二次災害をリストアップ
・発生時、二次対応時、学校待機時そ
れぞれに役立つ物品のリストアップ

・非構造部材の危険
・学校が行う点検と専門家による点検
・避難経路や避難場所の点検

・基本行動は「落ちてこない・倒れ
てこない・移動してこない」場所へ
の避難
・二次災害（津波や火災等）からの
避難や引渡しの訓練
・教科指導と関連させた訓練

・学校安全の中核となる教員の養成
と校内研修の充実

・地域や関係機関・団体との連携
・地域人材を活用した研修や授業等
での活用

備える

体制整備と備蓄

点検

避難訓練

教職員研修

校内の体制整備校内の体制整備
地域・自治体
との体制整備
地域・自治体
との体制整備

二次災害を
想定した準備
二次災害を
想定した準備

災害時に必要な
物品･備品の準備
災害時に必要な
物品･備品の準備

中核となる教職員
全職員の参画
校内防災委員会

PTA
自治会

自治体の防災担当部局
消防署・警察署 等

地域性を踏まえた
二次災害の想定

適切な避難場所･経路
避難指示手順の明確化

情報収集
避難行動
避難生活
救護 等

参考資料

「東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の整備について 緊急提言」

平成２３年７月（東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の整備に関する検討会）

「地震による落下物や転倒物から子どもたちを守るために～学校施設の非構造部材の
耐震化ガイドブック」 平成22年３月（文部科学省）

キーワード

「上からものが落ちてこない」

「横からものが倒れてこない」→児童生徒自らが判断・行動できる力を！

「物が移動してこない」

研修内容の例

・マニュアルに基づく、地震、火災、津波などに対応した防災避難訓練
・AEDを含む心肺蘇生法などの応急手当に関すること
・教職員の安全確保と安否確認の方法
・児童生徒の安全確保と安否確認の方法
・児童生徒の引き渡し等の方法
・児童生徒の危険予測・回避能力等を育成するための安全教育の教育課程の位置づけ
、教育内容、教材等に関する共通理解
・児童生徒の心のケアに関すること 等

学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き

p10

p14

p16

p19

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
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地
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地

震

の

発

生

管理下

校内

校外

通学路

休日

登校前

下校後

二次対応

管理外

発生時の危機管理発生時の危機管理 命を守る

素早い情報収集
適切な二次対応の判断
臨機応変な判断と避難
※正常化の偏見に注意

緊急地震速報
地震の揺れ

管理下、外に関わらず、児童生徒等がそれぞれの状況
下で対応できるよう事前の指導・訓練が必要です。

落ちてこない
倒れてこない
移動してこない
場所への避難

初期対応

○津波の危険が考えられる地域では、地
震後すぐに高台等あらかじめ決められ
た避難場所に避難します。

この間、マニュアルを見る余裕はありませんが、教職員の適切な判断と指示が
必要です。事前に教職員がしっかりと理解しておくことが大切です。

※正常化の偏見（バイアス）
自分にとって都合の悪い情報を
無視したり、過小評価したりして
しまう人間の心理特性

学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き

p20 p22

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
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対

策

本

部

設

置

安 否 確 認

津波等の二次災害の危険性を十
分に検討した上で引き渡すかどう
かの判断を。

事後の危機管理事後の危機管理 立て直す

事前に教職員が協力できる内容地域や
防災担当部局と整備

避難所協力避難所協力

心のケア

原子力災害

事前に保護者等と話し合いルールを

引き渡し（待機）

連絡、通信手段の複線化を

求められる機能とその業務内容
的確な情報収集と発信、優先順位

健康観察によるストレス症状等の把握と
対応

情報収集と適切な退避・避難行動

事前の備えができていなければ、どうにもなりません！

子どもに現れやすいストレス症状の健康観察のポイント

体の健康状態 心の健康状態

・食欲の異常（拒食・過食）はないか
・睡眠はとれているか
・吐き気・嘔吐が続いていないか
・下痢・便秘が続いていないか
・頭痛が持続していないか
・尿の回数が異常に増えていないか
・体がだるくないか

・心理的退行現象（幼児返り）が現れてい
ないか

・落ち着きのなさ（多弁・多動）はないか
・イライラ、ビクビクしていないか
・攻撃的、乱暴になっていないか
・元気がなく、ぼんやりしていないか
・孤立や閉じこもりはないか
・無表情になっていないか

引き渡しのルールの例

学
校
を
含
む

地
域
の
震
度

震度５弱
以上

保護者が引き取りに来るまで学校に待機させる。この場合、
時間がかかっても保護者が引き取りに来るまでは、子ども
を学校で保護しておく。

震度４
以下

原則として下校させる。交通機関に混乱が生じて、保護者
が帰宅困難になることが予想される場合、事前に保護者か
らの届けがある子どもについては学校で待機させ、保護者
の引き取りを待つ。

※上記はあくまでも例であり、学校周辺の交通事情等の環境によって十分検討し設定
する必要がある。

デジタルとアナログ！
ハイテクとローテク！ → 全ての方法の複線化を！

（UPZ内）原子力被害を想定したマニュアル作成と避難訓練の実施を！

学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き

p28

p29

p22

P26

p23
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評価の観点と評価の内容

学校環境
・安全管理計画の評価（例：計画の実行と記録等）
・安全点検（例：項目、改善措置の状況、全教職員の共通理解等）
・事件･事故災害情報管理（例：情報収集、連絡体制等）

学校生活
・児童生徒等（例：行動の実態、発生状況の把握等）
・教職員（例：安全への配慮、指導、環境整備、相談活動体制の整備等）
・安全管理と安全指導（例：効果的な関連づけ等）

不審者侵入防止
・施設、設備（例：防犯システムの点検、保護者等の協力状況）
・不審者対応（例：関係機関との連携等）

登下校
・通学路設定（例：点検と整備状況等）
・通学方法（例：安全確保、犯罪被害防止のための安全確保等）
・関係機関との連携（例：地域ぐるみの体制等）

事件・事故
災害発生時

・発生時の対処と研修（例：マニュアルの作成と訓練、見直し状況等）
・事件・事故災害発生時の救急及び緊急連絡体制（例：校内外の体制）
・自然災害等発生時の安全措置（例：教職員の対応マニュアル整備状況）

安全管理の実態を把握し、より有効な安全管理のための改善策を明らか
にするために、安全管理の評価を実施
→特に、施設・設備の活用状況や安全点検等についての評価は、具体的なチェックカード

などを作成し、結果を検討し速やかに対応することが重要
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第３章 第７節 安全管理の評価 Ｐ91～93



「学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、該当児童生

徒等及び該当事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生
徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行
うものとする。この場合においては、第１０条の規定を準用する。」

【学校保健安全法第２９条】

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
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第４章 事故等発生時における心のケア

事故発生時等における心のケア
の基本的理解

心のケアをおこなうためには、児童生徒等
に現れるストレス症状の特徴や基本的な対
応の理解の必要性

１．事故等発生時におけるストレス症状
２．事故等発生時におけるストレス症状

への対応
ケアとキュア～学校と医療機関の役割～

①基本的な対処方法
②アニバーサリー反応への対応

事故発生時における心のケアの留意点

事故等発生時における心のケアの実践

１．組織的な心のケア
２．学校における心のケアの基本的体制
３．平常時の心の健康づくり
４．心の健康状態の把握
５．児童生徒等の心のケアに関する対応

の方法

⇒P１０１参照

Ｐ97～105



校内の協力体制

教職員の危機管理意識の向上（話合いの推進）

教職員に対する研修の実施

教職員の役割分担と責任の明確化、核となる教職員の校内分掌での位置づけ、
全教職員の共通理解。

状況に応じた的確な判断や行動、安全教育に関する
指導力、学校や地域の実情に即した実践的な研修

安全教育・安全管理の活動を学校の運営組織の中に具体的に位置付
け、全教職員の理解の上、実践的なものであることが求められる。
→管理職のリーダーシップの下、学校安全の中核となる教職員の役割を明確化、果たすべ
き役割分担と責任を明確化した上で、学校安全を推進する校内体制を整備
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第５章 安全教育と安全管理の組織的活動

■ 学校における体制整備

危機管理マニュアルの作成、避難訓練等の企画・調整・評価、安全に関する情報や話題の
提供、あらゆる場と機会を活用した意図的な話合い

○学校安全の中核となる教師の育成

○最新の情報を取り入れた校内研修
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安全上の課題が複雑化・多様化する中で、家庭・地域・関係機関の連
携が不可欠。地域ぐるみで安全を守り、児童生徒等が安心して学校教育
や生活を送れるような環境整備が必要。

連携体制づくり

→例えば、学校運営協議会制度の活用、地域学校協働活動推進員と連携、地域学校安全
委員会や学校警察連絡協議会等、様々な協議の場の設置・活用

家庭・地域等との連携・協働

→学校の安全教育・安全管理の方針を保護者や地域住民との間で共有、協力。学校と目
標を共有し、家庭や地域でも安全に関する取組の実施

教育委員会・設置者の役割

→各学校における教育課程の編成や管理・実施の支援、危機管理体制や安全確保の対策

の実態把握・指導・助言、緊急事態発生時の迅速・的確な対応、安全確保のための施設設
備の充実
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第５章 安全教育と安全管理の組織的活動

■ 家庭・地域・関係機関との連携

Ｐ111～114



要配慮者利用施設として、また時には地域の避難所として、地域の防災計画の中で求められる役割や
義務（避難訓練の実施、避難確保計画の策定等）があることに留意

○各学校においては・・・
水害や土砂災害のほか、たとえば、火山については「活動火山対策特別措置法」、津波については「津波防災地域づくりに関する法律」
など、学校の立地等によって、様々な法令により、避難訓練の実施や避難確保計画等の策定が義務付けられる場合があり、各法令等
で必要とされている事項を危機管理マニュアルに反映させることが必要。また、教育委員会を通じて防災部局等とよく相談し、避難確保
計画に代えて危機管理マニュアルを活用したり、避難確保計画と危機管理マニュアルを十分に関連付けたりするなど、工夫して対応す
ることが考えられる。

○教育委員会・学校の設置者は・・・
防災担当部局等と連携を図り、学校の取組を支援するとともに、例えば避難訓練に際して、学校のみならず自治体全体の避難訓練と
関連付けるなど、実効性のある取組となるよう適切な対応を行うことが必要。

※要配慮者利用施設：社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設
※避難確保計画：利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画のこと。

その作成に当たっては、①防災体制、②避難誘導方法、③避難の確保を図るための施設の整備、④防災教育・訓練の実施、
⑤そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置、について定めることとなっている。

地域防災計画の中での学校の位置づけ

例）水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止
対策の推進に関する法律において、市町村地域防災計画に
定められた浸水想定区域または、土砂災害警戒区域内の要
配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画を作
成するとともに市町村長へ報告すること、避難確保計画に
基づく訓練を実施することが義務付けられている。

様々な災害に対し、学校だけで対応することは不可能！
地域防災の中での学校という視点、防災部局との連携が必要！
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地域防災の中での「学校」という視点
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都道府県、指定都市、
中核市等が実施する研修

学校安全指導者養成研修

学
校

学
校

学
校

学
校

学
校

学
校

学
校

全ての児童生徒等が、安全に関する資質・能力を身に付けることを目指す

各学校での学校安全の充実を図るため指導者となる教職員を養成する研修を実施

学校安全に係る指導者の育成

※平成２９年度は、都道府県・指定都市・中核
都市の指導主事等１６７名が参加

【各都道府県、指定都市等の指導者（リーダー)を養成】

学校安全に関し、各地域で指導者的役割を果た
すことができるようにするため、都道府県・市
町村教育委員会の学校安全担当指導主事及び各
地域の小・中・高等学校等の教員等を対象とし
た研修会

【各学校の中核となる教職員を養成】

○学校安全教室推進事業（委託事業）
学校における安全教室等の講師となる教職員等を対

象とした講習会の実施に対する支援を行っている。
（平成29年度41都道府県において実施）

○都道府県等が独自で実施する研修

各学校で各教科・特別
活動等、教育活動全体
を通じた安全教育を実
施
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《文部科学省×学校安全 ポータルサイトＵＲＬ》 https://anzenkyouiku.mext.go.jp/index.html

《教職員向け研修資料》
～子ども(生徒)を事件・事故災害から守るためにできることは～

【小学校教職員向ＤＶＤ】

（平成21年3月）
【中・高等学校教職員向ＤＶＤ】

（平成22年3月）

《学校安全参考資料》

「生きる力」をはぐくむ
学校での安全教育
（平成31年3月）

「生きる力」を育む
防災教育の展開
（平成25年3月）

学校の危機管理

マニュアル作成の
手引き

（平成30年2月）

学校防災マニュアル
（地震・津波災害）
作成の手引き
（平成24年3月）

《児童生徒用教材》
災害から命を守るために(防災教育教材)

【小学生版ＣＤ】
（平成20年3月）

【中学生版ＤＶＤ】
（平成21年3月）

【高校生版ＤＶＤ】
（平成22年3月）

安全な通学を考える
(交通安全教材)

【中・高生版ＤＶＤ】
（平成24年3月）

安全に通学しよう
(防災を含む安全教育教材)

【小学生版ＤＶＤ】
（平成25年3月）
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【小学生版リーフレット】
（平成27年3月）

くいずでまなぼう
「たいせつないのちとあんぜん」

学校安全に関する資料・教材の作成・配布等
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https://anzenkyouiku.mext.go.jp/index.html
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学校安全ポータルサイト

地方自治体の作成資料も共有
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事故や事件、自然災害が発生する日本。
児童生徒等自身に「生き抜く」とともに
「安全な社会をつくる」ための知恵と行
動力を身につけさせる安全教育が重要

児童生徒等の命を預かっているという自
覚を再認識した学校の安全管理の徹底

＝
「生き方」を学ぶ安全教育
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日本で生活するための「生き方」を学ぶ学校安全
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